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公
の
施
設
を
管
理
運
営
す
る
指

定
管
理
者（
団
体
）を
募
集
し
ま

す
。個
人
は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

９
月
９
日（
金
）午
後

５
時

指
定
管
理

者
を
募
集
す
る
施
設
の
担
当
部
署

で
配
布
し
ま
す
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31
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書
類
審
査
お
よ
び
ヒ

ア
リ
ン
グ
審
査
で
候
補
者
を
選
定

し
、市
議
会
で
の
承
認
後
、指
定
管

理
者
に
指
定
し
ま
す
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令
和
５
年
度
に
実
施
す
る
地
域

の
特
色
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

や
地
域
課
題
を
解
決
す
る
た
め
の

事
業
を
支
援
し
ま
す
。

➊
市
内
に
活
動
の
拠

点
が
あ
る
➋
構
成
員
が
５
人
以
上

➌
運
営
や
組
織
に
関
す
る
規
約
や

会
則
を
定
め
て
い
る
➍
政
治
活

動
、宗
教
活
動
ま
た
は
営
利
を
目

的
と
し
て
い
な
い

単
年
度
。た
だ
し
、事

業
の
性
質
上
、実
施
期
間
が
複
数

ともに登米市を支える仲間を募集します

市公式ホームページ内「職員採用情報」からダウンロードできます
封筒の表に「職員採用試験申込書請求」と朱書きし、下記２点を同封してください

　　　　　　  　・宛先を明記した返信用封筒（Ａ４版が入る大きさに120円切手を貼付したもの）
　　　　　　  　・連絡先（電話番号）を明記した任意の用紙

迫庁舎２階人事課または各総合支所市民課で
　　　　　　　　配布します（平日午前８時30分～午後５時15分）

総務部人事課（人事研修係）　☎0220（22）2145
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２
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２
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上
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令
和
５
年
度
に
実
施
す
る
集
会

施
設
の
建
設
や
改
修
費
用
の
一
部

を
補
助
し
ま
す
。➊
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➋
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➊
建
設
・
購
入
＝

１
千
万
円
➋
修
繕
・
模
様
替
え
な

ど
＝
２
５
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➋
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➌
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➍
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月
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※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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ど
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上
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ど
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更
す
る
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す
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　「登米市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業と
の調和に関する条例」が６月８日から施行されました。市
内で再生可能エネルギー発電設備（太陽光・風力・水力・バ
イオマスなど）の設置を行う場合は、事前に市の同意が必
要です。

発電出力10㌗以上の再生可能エ
ネルギー発電事業
※太陽光発電で建物の屋根や屋上で行う場合や抑制区域
以外に設置する発電出力50㌗未満の場合は適用外となり
ます

土砂災害（特別）警戒区域、急傾斜地崩壊危険
区域、鳥獣保護区、保安林、農用地区域など
※事業を計画する場合は事前に確認してください

事業実施に係る届け出の前に、関係する
住民などへ発電事業の内容などに係る説明会を開催し、

発電事業に対する理解が得られるように努めてくださ
い。説明会の開催範囲などは、事前に市へ相談ください

住民などに対する説明会を開催
後、発電事業に着手しようとする日の90日前まで、必要書
類を添えて届け出が必要です
※再エネ特措法による申請を行う場合は、申請予定日の
90日前までに届け出が必要です

この条例が適用となる発電事業を実施する場
合、市の同意が必要です。事業区域の全部または一部が抑
制区域に位置する場合は、同意できません
※市長がこの条例の目的に照らして支障がないと認める
ときは例外として扱います
※詳細については市公式ホームページをご覧ください

市民生活部環境課（環境政策係）
☎0220（58）5553


